
【資料５】

第１章 総則 第１章 総則

第１条 目的 第１条 目的 第１条 目的 第１条 目的 第１条 目的 第１条 目的 第１条 目的

第２条 定義 第２条 定義 第２条 定義 第２条 定義 第２条 定義 第２条 定義 第２条 定義

第３条 基本理念 第３条 基本理念 第３条 基本理念 第３条 基本理念 第３条 基本理念 第３条 基本理念 第３条 基本理念

第４条 いじめの禁止 第４条 いじめの禁止 第４条 いじめの禁止等 第４条 いじめの禁止 第４条 いじめの禁止 第４条 いじめの禁止 第４条 いじめの禁止等

第５条 国の責務 第５条 道の責務 第５条 県の責務 第５条 都の責務 第５条 県の責務 第５条 県の責務 第５条 県の責務

第６条 地方公共団体の責務 第６条 学校及び学校の教職員の責務 第６条 市町村の役割 第６条 学校の設置者の責務 第６条 学校の設置者の責務 第６条 学校の設置者の責務 第６条 学校の設置者の責務

第７条 学校の設置者の責務 第７条 保護者の責務等 第７条 県・市町村以外の学校の設置者の役割 第７条 学校及び学校の教職員の責務 第７条 学校及び学校の教職員の責務 第７条 学校及び学校の教職員の責務 第７条 学校及び学校の教職員の責務

第８条 学校及び学校の教職員の責務 第８条 道民及び事業者の役割 第８条 学校及び学校の教職員の役割 第８条 保護者の責務 第８条 保護者の責務 第８条 保護者の責務 第８条 保護者の責務

第９条 保護者の責務等 第９条 学校法人、国立学校等への情報提供等 第９条 保護者の役割 第９条 都いじめ防止対策推進基本方針 第９条 県民の役割 第９条 県民の責務 第９条 県民の役割

第１０条 財政上の措置等 第１０条 国との連携等 第１０条 県民の役割 第１０条 都いじめ問題対策連絡協議会 第１０条 いじめの禁止防止基本方針 第１０条 県いじめ防止基本方針 第１０条 社会総がかりの取組の推進

第１１条 県いじめ防止基本方針 第１１条 都教育委員会いじめ問題対策委員会 第１１条 県いじめ問題対策連絡協議会 第１１条 学校いじめ防止基本方針 第１１条 いじめ防止基本方針

第２章 いじめ防止基本方針 第２章 いじめ防止基本方針 第１２条 学校いじめ防止基本方針 第１２条 都いじめ問題調査委員会 第１２条 相談体制の充実 第１２条 県立学校におけるいじめの防止 第１２条 相談体制の充実

第１１条 いじめ防止基本方針 第１１条 北海道いじめ防止基本方針 第１３条 相談及び情報収集体制の充実 第１３条 委任 第１３条 インターネットいじめ防止のための措置 第１３条 県立学校におけるいじめの早期発見 第１３条

第１２条 地方いじめ防止基本方針 第１２条 学校いじめ防止基本方針 第１４条 予防及び早期発見 附則 施行日 第１４条 啓発活動等 第１４条 学校、家庭等の間の連携協力 第１４条 いじめの防止等のための組織の活用

第１３条 学校いじめ防止基本方針 第１５条 人材の確保及び資質の向上 第１５条 県立学校に係る重大事態への対処 第１５条 人材確保及び教職員の資質向上 第１５条 重大事態への対応

第１４条 いじめ防止対策連絡協議会 第３章 基本的施策 第１６条 啓発 第１６条 知事の調査等 第１６条 第１６条 財政上の措置

第１３条 道立学校におけるいじめの防止 第１７条 ネットいじめ対策 附則 施行日 第１７条 調査研究の推進等 第１７条 議会絵への報告

第３章 基本的施策 第１４条 いじめの早期発見のための措置 第１８条 調査研究 第１８条 啓発活動 附則 施行日

第１５条 学校におけるいじめの防止 第１５条 関係機関等との連携等 第１９条 千葉県いじめ問題対策連絡協議会 第１９条 情報の収集及び通報相談体制の整備

第１６条 いじめの早期発見のための措置 第１６条 人材の確保及び資質の向上 第２０条 千葉県いじめ対策調査会 第２０条 市町村に対する協力

第１７条 関係機関等との連携等 第１７条 学校評価等における留意事項 第２１条 重大事態への対応 第２１条 学校法人対する協力

第１８条 人材の確保及び資質の向上 第１８条 インターネットに対する対策の推進 第２２条 知事の調査 第２２条 秋田県いじめ問題対策連絡協議会

第１９条 インターネットに対する対策の推進 第１９条 調査研究の推進等 第２３条 財政措置 第２３条

第２０条 調査研究の推進等 第２０条 啓発活動 附則 施行日 第２４条 組織鵜及び任期

第２１条 啓発活動 第２１条 大学等との連携 第２５条 会長

第２２条 財政上の措置 第２６条 会議

第４章 いじめの防止等に関する措置 第２７条 専門委員

第２２条 学校におけるいじめ防止の組織 第４章 いじめの防止等に関する措置 第２８条 委任規定

第２３条 いじめに対する措置 第２３条 道立学校に置けるいじめ防止の組織 第２９条 重大事態に係る知事の調査組織

第２４条 学校の設置者による措置 第２４条 いじめに対する措置 附則 施行期日、経過措置

第２５条 校長及び教員による懲戒 第２５条 教育委員会による措置

第２６条 出席停止制度の適切な運用等 第２６条 校長及び教員による懲戒

第２７条 学校相互間の連携協力体制の整備 第２７条 学校相互間の連携協力体制の整備

第５章 重大事態への対処 第５章 重大事態への対処

第２８条 学校の設置者又は学校による対処 第１節 道立学校に係る対処

第２９条 国立大学附属学校に係る対処 第２８条 重大事態の発生に係る報告

第３０条 公立学校に係る対処 第２９条 教育委員会による対処

第３１条 私立学校に係る対処 第３０条 知事等による対処

第３２条 学校設置会社に係る対処 第２節 私立学校に係る対処

第３３条 文科大臣又は県教委の指導助言等 第３１条 重大事態の発生に係る報告

第３２条 知事による対処

第６章 雑則 第３節 市町村立学校に係る調査及び報告徴収

第３４条 学校評価における留意事項 第３３条 市町村立学校に係る調査及び報告徴収

第３５条 高等専門学校における措置

第６章 北海道いじめ防止対策連絡協議会

附則 第３４条 設置等

第１条 施行日 第３５条 地域における連携

第２条 検討

第７章 北海道いじめ問題審議会

第３６条 設置

第３７条 所掌事項

第３８条 組織

第３９条 委員及び特別委員

第４０条 会長及び副会長

第４１条 会議

第４２条 部会

第４３条 関係者の排除

第４４条 秘密の保持

第４５条 会長への委任

第８章 北海道いじめ調査委員会

第４６条 設置

第４７条 組織

第４８条 委員及び特別委員

第４９条 委員長及び副委員長

第５０条 会議

第５１条 関係者の排除

第５２条 秘密の保持

第５３条 委員長への委任

第９章 雑則

第５４条 雑則

附則

施行日

検討

東京都いじめ防止対策推進条例 長野県いじめ防止対策推進条例 秋田県いじめ防止対策推進条例 静岡県子どもいじめ防止条例

他県いじめ防止条例項目対比表
静岡県

いじめ防止対策推進法 北海道いじめの防止等に関する条例 千葉県いじめ防止対策推進条例

秋田県（国の法律） 北海道 千葉県 東京都 長野県

インターネットを通じて行われるいじめに係る対策

秋田県いじめ問題対策審議会の設置及び所掌事

平成28年12月27日 施行平成25年9月28日 施行 平成26年4月1日 施行 平成26年4月1日 施行 平成26年7月2日 施行 平成27年3月24日 施行 平成28年10月14日 施行

インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進


